（別紙）令和８年度　消費税等の課税状況調べ（生産者集団等名：●●●●●●　）

（酪農経営支援総合対策事業：乳用牛改良増殖推進事業：遺伝的能力向上対策（ヌレ子事業））
	１　消費税等の課税区分
（当該年度）
	① 一般課税事業者　② 簡易課税制度を適用　③ 免税事業者
（個人事業者は当該年における課税区分）

	２　当該年度の前々年度の
課税売上高（税抜）
	百万円
（個人事業者は前々年の課税売上高（税抜））

	３　当該年度の前年度上半期の課税売上高（税抜）
※免税事業者のみ記入
	百万円


	４　消費税等相当額の取扱い
	交付申請時に消費税等相当額を
①　含めて交付申請する　 　②　減額して交付申請する
　　　　　　　　　　　 （→記入終了）

	以下、一般課税事業者であって、消費税等相当額を含めて交付申請する場合のみ、
当該年度（個人事業者は当該年）の状況について記入すること。

	５　事業者の形態
	① 営利法人等　　② 公共法人等

	６　特定収入割合の見込み
（公共法人等のみ記入）
	①５％以下又は申請時不明　　　　 ②５％超
　　　　　　　　　　　　　（→記入終了）

	７　課税売上高等の見込み
	①　課税売上高５億円以下かつ課税売上割合９５％以上
②　課税売上高５億円超又は課税売上割合９５％未満
③　申請時不明

	８　消費税等の減額
又は返還の見込み
	消費税等の取扱いの確定予定は、  ① 実績報告時
② 実績報告後

	９　備　考
	(今後の課題・検討事項、その他特筆すべき事項等があれば記入)

	（事業団記入欄）
消費税等相当額報告書の提出
	要　　　　不要


注１：消費税等相当額の取扱いが事業ごとに異なる場合は、異なる取扱いごとに作成すること。
注２：①、②等の記載欄は、該当する項目に○印を付すこと。
注３：課税売上高がない場合は、「１消費税等の課税区分（当該年度）」の「③免税事業者」に○印を付すこと。
注４：営利法人等とは、株式会社（有限会社を含む。）、合資会社、合名会社、農協、農協連、法人格を有しない組合（任意組合）、個人等である。
注５：公共法人等とは、公益法人、地方公共団体、独立行政法人、人格なき社団等である。
名称を記入してください。









